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委員会活動レポ－ト委員会活動レポ－トよく見て よく聞き よく考える

閉会中に調査します
●議会だよりの編集について
●議会のホームページの掲載事項に関
すること
●議会における榛東村ＬＩＮＥ公式ア
カウントの活用について

　
11
月
12
日
に
第
２
回

モ
ニ
タ
ー
会
議
を
開
催

し
ま
し
た
。
ま
ず
は

１
０
８
号
に
つ
い
て
率

直
な
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
今
後
の
編
集
に
役

立
て
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
議
会
に
頂

戴
し
た
要
望
を
ど
う
反

映
し
て
い
く
か
検
討
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　
挑
戦
を
怠
ら
ず
、
村

民
に
読
ま
れ
る
広
報
誌

を
目
指
し
ま
す
。

議会広報常任委員会

議会だよりがつなぐ
モニターと委員

11/12 11/22 12/5委 員 会

12/9 12/19 12/24 1/9 1/14編集会議

第２回議会だよりモニター会議第２回議会だよりモニター会議

　
「
い
じ
め
・
差
別
等

を
防
止
し
み
ん
な
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
榛
東

村
を
つ
く
る
基
本
条
例

（
案
）」
を
確
認
し
ま
し

た
。
最
終
的
に
、
委
員

会
と
し
て
条
例
案
を
提

出
せ
ず
に
、
こ
れ
ま
で

の
議
論
を
踏
ま
え
、
い

じ
め
や
人
権
に
関
す
る

委
員
会
と
し
て
の
考
え

を
委
員
長
報
告
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

いじめ問題調査及び
いじめ防止に関する条例制定を
検討する特別委員会

条例案について協議

12/４ 1/14

　
第
４
回
定
例
会
の
運

営
に
つ
い
て
協
議
し
決

定
し
ま
し
た
。
定
例
会

閉
会
後
に
は
、
次
に
生

か
す
た
め
に
定
例
会
の

検
証
を
行
い
ま
し
た
。

検
証
で
は
、
一
般
質
問

の
冒
頭
の
挨
拶
の
時

間
、
内
容
を
継
続
し
て

検
討
し
て
い
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。

議会運営委員会

定例会などの運営を協議

10/30 11/20 11/29 12/9 12/16

閉会中に調査します
●議会の運営に関すること
●オンラインでの委員会開催に関すること
●議会活動と家庭との両立に関する環
境整備に関すること
●議員の政治倫理に関すること
●榛東村議会の情報公開制度の調査研究に関すること

　

本
会
議
で
当
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
議
案
、

陳
情
、
閉
会
中
の
継
続

調
査
に
つ
い
て
審
議
し

ま
し
た
。
陳
情
に
つ
い
て

は
、
継
続
審
査
に
す
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
１
月
20
日
に
、
４
月

か
ら
「
し
ん
と
う
幼
稚

園
」
を
開
園
予
定
の
北

幼
稚
園
を
視
察
し
、
２

月
６
日
に
は
、
防
災
中

枢
機
能
施
設
を
視
察
す

る
予
定
で
す
。

　
12
月
３
日
、
付
託
さ

れ
た
議
案
等
の
審
査
、

村
道
の
路
線
の
廃
止
に

つ
い
て
、
現
地
確
認
と

調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
ま
た
、
12
月
18
日

に
は
北
宇
都
宮
駐
屯
地

へ
視
察
研
修
に
行
き
、

施
設
・
地
域
の
概
要
説

明
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
今
後
の
自
衛
隊

と
の
共
存
・
共
栄
を
し

て
い
く
た
め
の
よ
い
研

修
と
な
り
ま
し
た
。

総務産業建設常任委員会

廃止路線の現地調査

12/3 12/18

文教厚生常任委員会

委員会に付託された
議案、陳情を審議

12/4 12/9 1/20

大手４号線大手４号線

閉会中に調査します
●農業の活性化について
●自然災害等の対応について
●有害鳥獣対策に関すること
●自衛隊施設に関すること
●その他本委員会の所管に関すること

閉会中に調査します
●保育所・学童保育所の運営について
●防災中枢機能施設について
●幼稚園の一園化について

お願い 公職選挙法
寄附行為等の禁止について

　 議員は村民の皆さまとのかかわりにおいて、 公職選挙法により寄附行為等が禁止されて
おりますので、 ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
　また、 政治家に対して、 寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。

（禁止事項の例）
● 地域の行事やスポーツ大会への飲食物等の差し入れなど
● 選挙区内の人や団体に答礼のための自筆によるもの以外の年賀状等のあいさつ状を出すこと

※会費が伴う場合はその旨と金額を案内状に明記していただければ幸いです。


